
議案第３６号

杉並区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成２５年２月２０日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

杉並区職員の退職手当に関する条例（昭和５０年杉並区条例第１１号）の一部を

次のように改正する。

第５条第１項第１号中「１００分の１００」を「１００分の５０」に改め、同項

第２号中「１００分の１３５」を「１００分の１１５」に改め、同項第３号中

「１００分の１５０」を「１００分の１５５」に改め、同項第４号中「１００分の

１６５」を「１００分の２１０」に改め、同項第５号中「１００分の１８０」を

「１００分の１４０」に改め、同項第６号中「１００分の１６５」を「１００分の

１０５」に改め、同条第２項中「５０」を「４１．２５」に改める。

第７条第１項第１号中「１００分の１４０」を「１００分の８５」に改め、同項

第２号中「１００分の１９０」を「１００分の１６５」に改め、同項第３号中「３

０年」を「２５年」に、「１００分の２００」を「１００分の１７５」に改め、同

項第４号中「３１年」を「２６年」に、「３３年」を「３４年」に、「１００分の

１５０」を「１００分の１６０」に改め、同項第５号中「３４年」を「３５年」に、

「１００分の６０」を「１００分の９０」に改め、同条第２項中「５９．２」を

「４９．５５」に改める。

第１１条の３第１項及び第２項を次のように改める。

退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の評価期間の初日の属する年

度からその者の評価期間の末日の属する年度までの各年度ごとに当該各年度にそ

の者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める点数（以

下「ポイント」という。）を合計した点数に、第６項に定める退職手当の調整額

の単価を乗じて得た額とする。

(１) 第１号区分 ３６０



(２) 第２号区分 ３００

(３) 第３号区分 ２４０

(４) 第４号区分 １８５

(５) 第５号区分 １６５

(６) 第６号区分 １５０

(７) 第７号区分 １３０

(８) 第８号区分 ０

２ 前項の場合において、当該退職した者に休職月等がある場合及び規則で定める

事由がある場合は、ポイントについて、規則で定めるところにより必要な調整を

行う。

第１１条の３第３項中「前項各号」を「第１項各号」に改める。

第１２条第４項中「（当該育児休業に係る子が１歳に達した日の属する月までの

期間に限る。）」を削る。

附則に次の５項を加える。

１６ 退職した者が杉並区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（平

成２５年杉並区条例第 号）による改正前の第１１条の３第１項及び第２項の

規定により付与したポイント（平成２５年４月１日以後に都職員等から引き続き

新たに職員となつた者にあつては、規則で定めるところにより付与したものを含

む。以下「確定ポイント」という。）を有する場合であつて、確定ポイントに第

１１条の３第６項に定める退職手当の調整額の単価（附則第１９項及び第２０項

において「単価」という。）を乗じて得た額（以下「旧調整額」という。）が同条

第１項の規定により計算した退職手当の調整額（次項の規定に該当する者にあつて

は、同項に規定するポイントにより計算した額）を超えるときは、第１１条の３第

１項及び次項の規定にかかわらず、旧調整額をその者の退職手当の調整額とする。

１７ 第１１条の３の規定の適用を受ける者で、平成２５年４月１日から平成２７

年３月３１日までの間に退職したもののポイントについては、同条第１項の規定

にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じ当該各号に定める

点数をその者のポイントとする。

(１) 平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの間 次に掲げる区分



に応じ、それぞれ次に定める点数

ア 第１号区分 ２８０

イ 第２号区分 ２２６．７

ウ 第３号区分 １７３．４

エ 第４号区分 １２１．７

オ 第５号区分 １０１．７

カ 第６号区分 ９０

キ 第７号区分 ７６．７

ク 第８号区分 ０

(２) 平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの間 次に掲げる区分

に応じ、それぞれ次に定める点数

ア 第１号区分 ３２０

イ 第２号区分 ２６３．４

ウ 第３号区分 ２０６．７

エ 第４号区分 １５３．４

オ 第５号区分 １３３．４

カ 第６号区分 １２０

キ 第７号区分 １０３．４

ク 第８号区分 ０

１８ 前２項の規定は、附則第４項及び第５項の規定に該当する者に対して支給す

る退職手当の調整額の計算について準用する。

１９ 平成２５年４月１日以後に退職（第５条第１項の規定に該当する場合を除

く。）する者がその者の評価期間のうち平成１９年度以前において給与条例第５

条第１項第１号に規定する行政職給料表（二）（以下「行政職給料表（二）」と

いう。）の適用を受け、かつ、第１１条の３第１項第８号に掲げる区分に該当す

る期間（以下「対象期間」という。）を有する場合は、対象期間１年度につき、

次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じ当該各号に定める点数（当該対象

期間中に第１１条の３第４項に規定する休職月等がある場合及び規則で定める事

由がある場合にあつては、規則で定めるところにより必要な調整を行つた点数）



をそれぞれ合計した数に単価を乗じて得た額をその者の退職手当の調整額に加算

する。

(１) 平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの間 ２０

(２) 平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの間 ４０

(３) 平成２７年４月１日以後の期間 ６０

２０ 前項の場合において、その者が対象期間中に行政職給料表（二）の職務の級

が２級（平成１７年３月３１日以前の期間にあつては、３級）以上であつた期間

（その者が都職員等として引き続いた在職期間を有する場合にあつては、当該期

間においてその者がこれらに相当する職務の級以上であつた期間）を有するとき

は、対象期間１年度につき、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じ当該

各号に定める点数（当該対象期間中に第１１条の３第４項に規定する休職月等が

ある場合及び規則で定める事由がある場合にあつては、規則で定めるところによ

り必要な調整を行つた点数）をそれぞれ合計した数に単価を乗じて得た額を前項

の規定により退職手当の調整額に加算する額に加算する。

(１) 平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの間 ６．７

(２) 平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの間 １３．４

(３) 平成２７年４月１日以後の期間 ２０

附 則

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。

２ この条例による改正後の杉並区職員の退職手当に関する条例（以下「改正後の

条例」という。）第５条第１項の規定に該当する者のうち、この条例の施行の日

（以下「施行日」という。）から平成２７年３月３１日までの間（以下「経過措

置期間」という。）に退職したものに対して支給する退職手当の基本額（改正後

の条例第４条の３に規定する退職手当の基本額をいう。以下同じ。）については、

改正後の条例第５条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属

する期間に応じ当該各号に定める額をもって、その者に支給する退職手当の基本

額とする。

(１) 施行日から平成２６年３月３１日までの間 退職日給料月額（改正後の条

例第５条第１項に規定する退職日給料月額をいう。以下同じ。）に、その者の



勤続期間に応じて附則別表第１の支給率の欄に定める数を乗じて得た額

(２) 平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの間 退職日給料月額

に、その者の勤続期間に応じて附則別表第２の支給率の欄に定める数を乗じて

得た額

３ 改正後の条例第７条第１項及び第８条第１項の規定に該当する者のうち、経過

措置期間に退職したものに対して支給する退職手当の基本額については、これら

の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じ当該各号に

定める額をもって、その者に支給する退職手当の基本額とする。

(１) 施行日から平成２６年３月３１日までの間 退職日給料月額（改正後の条

例第９条の２に規定する者にあっては、同条の規定により計算した額。以下

「最終給料月額」という。）に、その者の勤続期間に応じて附則別表第３の支

給率の欄に定める数を乗じて得た額

(２) 平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの間 最終給料月額に、

その者の勤続期間に応じて附則別表第４の支給率の欄に定める数を乗じて得た

額

４ 前２項の規定は、改正後の条例第９条の３第１項、第１０条、第１１条の２、

第２０条第４項及び附則第４項から第６項までの規定に該当する者に対して支給

する退職手当の基本額の計算について準用する。

附則別表第１（附則第２項関係）

勤続期間 支給率

１年 ０．８３

２年 １．６６

３年 ２．５０

４年 ３．３３

５年 ４．１６

６年 ５．００

７年 ５．８３

８年 ６．６６

９年 ７．５０



１０年 ８．３３

１１年 ９．６１

１２年 １０．９０

１３年 １２．１８

１４年 １３．４６

１５年 １４．７５

１６年 １６．２６

１７年 １７．７８

１８年 １９．３０

１９年 ２０．８１

２０年 ２２．３３

２１年 ２４．１３

２２年 ２５．９３

２３年 ２７．７３

２４年 ２９．５３

２５年 ３１．３３

２６年 ３３．００

２７年 ３４．６６

２８年 ３６．３３

２９年 ３８．００

３０年 ３９．６６

３１年 ４１．１１

３２年 ４２．５６

３３年 ４４．０１

３４年 ４５．４６

３５年 ４６．９１

３６年以上 ４７．０８

附則別表第２（附則第２項関係）

勤続期間 支給率



１年 ０．６６

２年 １．３３

３年 ２．００

４年 ２．６６

５年 ３．３３

６年 ４．００

７年 ４．６６

８年 ５．３３

９年 ６．００

１０年 ６．６６

１１年 ７．８８

１２年 ９．１０

１３年 １０．３１

１４年 １１．５３

１５年 １２．７５

１６年 １４．２８

１７年 １５．８１

１８年 １７．３５

１９年 １８．８８

２０年 ２０．４１

２１年 ２２．３６

２２年 ２４．３１

２３年 ２６．２６

２４年 ２８．２１

２５年 ３０．１６

２６年 ３１．７０

２７年 ３３．２３

２８年 ３４．７６

２９年 ３６．３０



３０年 ３７．８３

３１年 ３９．０８

３２年 ４０．３３

３３年 ４１．５８

３４年 ４２．８３

３５年 ４４．０８

３６年以上 ４４．１６

附則別表第３（附則第３項関係）

勤続期間 支給率

１年 １．２１

２年 ２．４３

３年 ３．６５

４年 ４．８６

５年 ６．０８

６年 ７．３０

７年 ８．５１

８年 ９．７３

９年 １０．９５

１０年 １２．１６

１１年 １３．９８

１２年 １５．８０

１３年 １７．６１

１４年 １９．４３

１５年 ２１．２５

１６年 ２３．１６

１７年 ２５．０８

１８年 ２７．００

１９年 ２８．９１



２０年 ３０．８３

２１年 ３２．７５

２２年 ３４．６６

２３年 ３６．５８

２４年 ３８．５０

２５年 ４０．４１

２６年 ４２．２８

２７年 ４４．１５

２８年 ４６．０１

２９年 ４７．８８

３０年 ４９．７５

３１年 ５１．２８

３２年 ５２．８１

３３年 ５４．３５

３４年 ５５．２８

３５年以上 ５５．９８

附則別表第４（附則第３項関係）

勤続期間 支給率

１年 １．０３

２年 ２．０６

３年 ３．１０

４年 ４．１３

５年 ５．１６

６年 ６．２０

７年 ７．２３

８年 ８．２６

９年 ９．３０

１０年 １０．３３

１１年 １２．０６



１２年 １３．８０

１３年 １５．５３

１４年 １７．２６

１５年 １９．００

１６年 ２０．８３

１７年 ２２．６６

１８年 ２４．５０

１９年 ２６．３３

２０年 ２８．１６

２１年 ３０．００

２２年 ３１．８３

２３年 ３３．６６

２４年 ３５．５０

２５年 ３７．３３

２６年 ３９．０６

２７年 ４０．８０

２８年 ４２．５３

２９年 ４４．２６

３０年 ４６．００

３１年 ４７．５６

３２年 ４９．１３

３３年 ５０．７０

３４年 ５１．９６

３５年以上 ５２．７６

（提案理由）

退職手当の基本額に係る支給割合を改定する等の必要がある。
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杉並区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表

新 条 例 旧 条 例

（普通退職の場合の退職手当の基本額） （普通退職の場合の退職手当の基本額）

第５条 第７条第１項、第８条第１項又 第５条 第７条第１項、第８条第１項又

は第１０条の規定に該当する場合を除 は第１０条の規定に該当する場合を除

くほか、退職した者に対して支給する くほか、退職した者に対して支給する

退職手当の基本額は、退職の日におけ 退職手当の基本額は、退職の日におけ

るその者の給料月額（給与条例第９条 るその者の給料月額（給与条例第９条

及び学校教育職員給与条例第１２条の 及び学校教育職員給与条例第１２条の

規定に基づく給料の調整額（以下「給 規定に基づく給料の調整額（以下「給

料の調整額」という。）を除く。以下 料の調整額」という。）を除く。以下

「退職日給料月額」という。）に、そ 「退職日給料月額」という。）に、そ

の者の勤続期間を次の各号に区分し の者の勤続期間を次の各号に区分し

て、当該各号に掲げる割合を乗じて得 て、当該各号に掲げる割合を乗じて得

た額の合計額とする。 た額の合計額とする。

(１) １年以上１０年以下の期間につ (１) １年以上１０年以下の期間につ

いては、１年につき１００分の いては、１年につき１００分の

５０ １００

(２) １１年以上１５年以下の期間に (２) １１年以上１５年以下の期間に

ついては、１年につき１００分の ついては、１年につき１００分の

１１５ １３５

(３) １６年以上２０年以下の期間に (３) １６年以上２０年以下の期間に

ついては、１年につき１００分の ついては、１年につき１００分の

１５５ １５０

(４) ２１年以上２５年以下の期間に (４) ２１年以上２５年以下の期間に

ついては、１年につき１００分の ついては、１年につき１００分の

２１０ １６５

資 料 １
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(５) ２６年以上３０年以下の期間に (５) ２６年以上３０年以下の期間に

ついては、１年につき１００分の ついては、１年につき１００分の

１４０ １８０

(６) ３１年以上の期間については、 (６) ３１年以上の期間については、

１年につき１００分の１０５ １年につき１００分の１６５

２ 前項の規定により計算した金額が、 ２ 前項の規定により計算した金額が、

退職日給料月額に４１．２５を乗じて 退職日給料月額に５０ を乗じて

得た額を超える場合は、同項の規定に 得た額を超える場合は、同項の規定に

かかわらず、その乗じて得た額をもつ かかわらず、その乗じて得た額をもつ

てその者に対して支給する退職手当の てその者に対して支給する退職手当の

基本額とする。 基本額とする。

（定年退職等の場合の退職手当の基本 （定年退職等の場合の退職手当の基本

額） 額）

第７条 定年に達したことにより退職し 第７条 定年に達したことにより退職し

た者（定年に達した者で、杉並区職員 た者（定年に達した者で、杉並区職員

の定年等に関する条例（昭和５９年杉 の定年等に関する条例（昭和５９年杉

並区条例第４号）第４条の規定により 並区条例第４号）第４条の規定により

引き続き勤務した後退職した者を含 引き続き勤務した後退職した者を含

む。）、その者の非違によることなく む。）、その者の非違によることなく

勧奨を受けて退職した者で規則で定め 勧奨を受けて退職した者で規則で定め

るもの、規則で定める傷病により退職 るもの、規則で定める傷病により退職

した者、通勤による災害により退職し した者、通勤による災害により退職し

た者又は死亡により退職した者に対し た者又は死亡により退職した者に対し

て支給する退職手当の基本額は、退職 て支給する退職手当の基本額は、退職

日給料月額に、その者の勤続期間を次 日給料月額に、その者の勤続期間を次

の各号に区分して、当該各号に掲げる の各号に区分して、当該各号に掲げる

割合を乗じて得た額の合計額とする。 割合を乗じて得た額の合計額とする。

(１) １年以上１０年以下の期間につ (１) １年以上１０年以下の期間につ

いては、１年につき１００分の いては、１年につき１００分の
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資 料 １

８５ １４０

(２) １１年以上１５年以下の期間に (２) １１年以上１５年以下の期間に

ついては、１年につき１００分の ついては、１年につき１００分の

１６５ １９０

(３) １６年以上２５年以下の期間に (３) １６年以上３０年以下の期間に

ついては、１年につき１００分の ついては、１年につき１００分の

１７５ ２００

(４) ２６年以上３４年以下の期間に (４) ３１年以上３３年以下の期間に

ついては、１年につき１００分の ついては、１年につき１００分の

１６０ １５０

(５) ３５年以上の期間については、 (５) ３４年以上の期間については、

１年につき１００分の９０ １年につき１００分の６０

２ 前項の規定により計算した金額が、 ２ 前項の規定により計算した金額が、

退職日給料月額に４９．５５を乗じて 退職日給料月額に５９．２ を乗じて

得た額を超える場合は、同項の規定に 得た額を超える場合は、同項の規定に

かかわらず、その乗じて得た額をもつ かかわらず、その乗じて得た額をもつ

てその者に対して支給する退職手当の てその者に対して支給する退職手当の

基本額とする。 基本額とする。

（退職手当の調整額） （退職手当の調整額）

第１１条の３ 退職した者に対する退職 第１１条の３ 退職した者に対する退職

手当の調整額は、その者の評価期間の 手当の調整額は、その者に対して、次

初日の属する年度からその者の評価期 項の規定により付与されたポイントの

間の末日の属する年度までの各年度ご うち、評価期間におけるものを合計し

とに当該各年度にその者が属していた たものに第６項に定める退職手当の調

次の各号に掲げる職員の区分に応じ当 整額の単価を乗じて得た額とする。

該各号に定める点数（以下「ポイン

ト」という。）を合計した点数に、第

６項に定める退職手当の調整額の単価

を乗じて得た額とする。
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(１) 第１号区分 ３６０

(２) 第２号区分 ３００

(３) 第３号区分 ２４０

(４) 第４号区分 １８５

(５) 第５号区分 １６５

(６) 第６号区分 １５０

(７) 第７号区分 １３０

(８) 第８号区分 ０

２ 前項の場合において、当該退職した ２ 任命権者は、職員に対し、当該職員

者に休職月等がある場合及び規則で定 が属する次の各号に掲げる職員の区分

める事由がある場合は、ポイントにつ に応じて当該各号に定める数（以下

いて、規則で定めるところにより必要 「ポイント」という。）を会計年度ご

な調整を行う。 とに確定し、これを付与する。この場

合において、当該職員に、休職月等が

ある場合及び規則で定める事由がある

場合は、当該ポイントについて、規則

で定めるところにより必要な調整を行

う。

(１) 第１号区分 ２４０

(２) 第２号区分 １９０

(３) 第３号区分 １４０

(４) 第４号区分 ９０

(５) 第５号区分 ７０

(６) 第６号区分 ６０

(７) 第７号区分 ５０

(８) 第８号区分 ０

３ 第１項各号に掲げる職員の区分は、 ３ 前項各号 に掲げる職員の区分は、

職務の級その他職員の職務の複雑、困 職務の級その他職員の職務の複雑、困

難及び責任の度に関する事項を考慮し 難及び責任の度に関する事項を考慮し
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て、規則で定める。 て、規則で定める。

４～７ 略 ４～７ 略

（勤続期間の計算） （勤続期間の計算）

第１２条 略 第１２条 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 前３項の規定による在職期間のうち ４ 前３項の規定による在職期間のうち

に前条第４項に規定する休職月等が１ に前条第４項に規定する休職月等が１

月以上あつたときは、その月数の２分 月以上あつたときは、その月数の２分

の１に相当する月数（育児休業をした の１に相当する月数（育児休業をした

期間 期間（当該育児休業に係る子が１歳に

達した日の属する月までの期間に限

及び育児短時間勤務等をした期 る。）及び育児短時間勤務等をした期

間については、３分の１に相当する月 間については、３分の１に相当する月

数、地方公務員法第５５条の２第１項 数、地方公務員法第５５条の２第１項

ただし書に規定する事由又はこれに準 ただし書に規定する事由又はこれに準

ずる事由により現実に職務に従事する ずる事由により現実に職務に従事する

ことを要しなかつた期間については、 ことを要しなかつた期間については、

その月数）を前３項の規定により計算 その月数）を前３項の規定により計算

した在職期間から除算する。ただし、 した在職期間から除算する。ただし、

無罪の判決が確定した場合における刑 無罪の判決が確定した場合における刑

事休職の期間については、この限りで 事休職の期間については、この限りで

ない。 ない。

５～８ 略 ５～８ 略

附 則 附 則

１～１５ 略 １～１５ 略

１６ 退職した者が杉並区職員の退職手

当に関する条例の一部を改正する条例

（平成２５年杉並区条例第 号）に

よる改正前の第１１条の３第１項及び
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第２項の規定により付与したポイント

（平成２５年４月１日以後に都職員等

から引き続き新たに職員となつた者に

あつては、規則で定めるところにより

付与したものを含む。以下「確定ポイ

ント」という。）を有する場合であつ

て、確定ポイントに第１１条の３第６

項に定める退職手当の調整額の単価

（附則第１９項及び第２０項において

「単価」という。）を乗じて得た額

（以下「旧調整額」という。）が同条

第１項の規定により計算した退職手当

の調整額（次項の規定に該当する者に

あつては、同項に規定するポイントに

より計算した額）を超えるときは、第

１１条の３第１項及び次項の規定にか

かわらず、旧調整額をその者の退職手

当の調整額とする。

１７ 第１１条の３の規定の適用を受け

る者で、平成２５年４月１日から平成

２７年３月３１日までの間に退職した

もののポイントについては、同条第１項

の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

退職の日が属する期間に応じ当該各号に

定める点数をその者のポイントとする。

(１) 平成２５年４月１日から平成

２６年３月３１日までの間 次に掲

げる区分に応じ、それぞれ次に定め

る点数
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ア 第１号区分 ２８０

イ 第２号区分 ２２６．７

ウ 第３号区分 １７３．４

エ 第４号区分 １２１．７

オ 第５号区分 １０１．７

カ 第６号区分 ９０

キ 第７号区分 ７６．７

ク 第８号区分 ０

(２) 平成２６年４月１日から平成

２７年３月３１日までの間 次に掲

げる区分に応じ、それぞれ次に定め

る点数

ア 第１号区分 ３２０

イ 第２号区分 ２６３．４

ウ 第３号区分 ２０６．７

エ 第４号区分 １５３．４

オ 第５号区分 １３３．４

カ 第６号区分 １２０

キ 第７号区分 １０３．４

ク 第８号区分 ０

１８ 前２項の規定は、附則第４項及び

第５項の規定に該当する者に対して支

給する退職手当の調整額の計算につい

て準用する。

１９ 平成２５年４月１日以後に退職

（第５条第１項の規定に該当する場合

を除く。）する者がその者の評価期間

のうち平成１９年度以前において給与

条例第５条第１項第１号に規定する行
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政職給料表（二）（以下「行政職給料

表（二）」という。）の適用を受け、

かつ、第１１条の３第１項第８号に掲

げる区分に該当する期間（以下「対象

期間」という。）を有する場合は、対

象期間１年度につき、次の各号に掲げ

る退職の日が属する期間に応じ当該各

号に定める点数（当該対象期間中に第

１１条の３第４項に規定する休職月等

がある場合及び規則で定める事由があ

る場合にあつては、規則で定めるとこ

ろにより必要な調整を行つた点数）を

それぞれ合計した数に単価を乗じて得

た額をその者の退職手当の調整額に加

算する。

(１) 平成２５年４月１日から平成

２６年３月３１日までの間 ２０

(２) 平成２６年４月１日から平成

２７年３月３１日までの間 ４０

(３) 平成２７年４月１日以後の期間

６０

２０ 前項の場合において、その者が対

象期間中に行政職給料表（二）の職務

の級が２級（平成１７年３月３１日以

前の期間にあつては、３級）以上であ

つた期間（その者が都職員等として引

き続いた在職期間を有する場合にあつ

ては、当該期間においてその者がこれ

らに相当する職務の級以上であつた期
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間）を有するときは、対象期間１年度

につき、次の各号に掲げる退職の日が

属する期間に応じ当該各号に定める点

数（当該対象期間中に第１１条の３第

４項に規定する休職月等がある場合及

び規則で定める事由がある場合にあつ

ては、規則で定めるところにより必要

な調整を行つた点数）をそれぞれ合計

した数に単価を乗じて得た額を前項の

規定により退職手当の調整額に加算す

る額に加算する。

(１) 平成２５年４月１日から平成

２６年３月３１日までの間 ６．７

(２) 平成２６年４月１日から平成

２７年３月３１日までの間 １３．

４

(３) 平成２７年４月１日以後の期間

２０



資 料 ２ 

退職手当制度改正の概要 
杉並区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

項目 改 正 内 容 

 
退職手当の基

本額に係る支

給割合の改定 

 
退職手当の基本額について、別紙１（定年退職等）及び別紙２（普通退職）の

とおり、勤続期間ごとに適用される支給割合を改定し、最高支給率を、定年退職

等については 49.55 月とし、普通退職については 41.25 月とする。 

 
退職手当の調 
整額に係るポ

イントの改定 

 
在職期間中の職務・職責に応じた貢献度をより一層反映できるよう、次の表の

とおりポイントを引き上げ、退職手当の調整額を拡充する。 
 

A：平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの間 
B：平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの間 
 

区 分 １号 ２号 ３号 ４号 ５号 ６号 ７号 ８号

ポイ

ント 

現行 240 190 140 90 70 60 50 0
改正

後 360 300 240 185 165 150 130 0 
経過

措置 
A 280 226.7 173.4 121.7 101.7 90 76.7 0
B 320 263.4 206.7 153.4 133.4 120 103.4 0

 
育児休業期間

に係る除算割

合の改正 
 

 
退職手当の算定の基礎となる在職期間から除算する育児休業期間に係る除算割

合を、次のとおり改正する。 
＜現 行＞ 
 子が１歳に達するまでの期間：１／３、それ以外の期間：１／２ 
＜改正後＞ 
 子の年齢にかかわらず、全期間：１／３ 
 

 

施行 期日 等 
 

平成２５年４月１日 

ただし、２年間の経過措置があるため、平成２７年４月 1 日から本則が適用さ

れる。 

 



別　紙　１

支給率
(月数)
（ Ａ ）

支給割合
支給率
(月数)

（ Ｂ ）
支給割合

H25.4.1か
らH26.3.31
までの間
(月数）

H26.4.1か
らH27.3.31
までの間
（月数）

1年 1.40 0.85 ▲ 0.55 1.21 1.03

2年 2.80 1.70 ▲ 1.10 2.43 2.06

3年 4.20 2.55 ▲ 1.65 3.65 3.10

4年 5.60 3.40 ▲ 2.20 4.86 4.13

5年 7.00 4.25 ▲ 2.75 6.08 5.16

6年 8.40 5.10 ▲ 3.30 7.30 6.20

7年 9.80 5.95 ▲ 3.85 8.51 7.23

8年 11.20 6.80 ▲ 4.40 9.73 8.26

9年 12.60 7.65 ▲ 4.95 10.95 9.30

10年 14.00 8.50 ▲ 5.50 12.16 10.33

11年 15.90 10.15 ▲ 5.75 13.98 12.06

12年 17.80 11.80 ▲ 6.00 15.80 13.80

13年 19.70 13.45 ▲ 6.25 17.61 15.53

14年 21.60 15.10 ▲ 6.50 19.43 17.26

15年 23.50 16.75 ▲ 6.75 21.25 19.00

16年 25.50 18.50 ▲ 7.00 23.16 20.83

17年 27.50 20.25 ▲ 7.25 25.08 22.66

18年 29.50 22.00 ▲ 7.50 27.00 24.50

19年 31.50 23.75 ▲ 7.75 28.91 26.33

20年 33.50 25.50 ▲ 8.00 30.83 28.16

21年 35.50 27.25 ▲ 8.25 32.75 30.00

22年 37.50 29.00 ▲ 8.50 34.66 31.83

23年 39.50 30.75 ▲ 8.75 36.58 33.66

24年 41.50 32.50 ▲ 9.00 38.50 35.50

25年 43.50 34.25 ▲ 9.25 40.41 37.33

26年 45.50 35.85 ▲ 9.65 42.28 39.06

27年 47.50 37.45 ▲ 10.05 44.15 40.80

28年 49.50 39.05 ▲ 10.45 46.01 42.53

29年 51.50 40.65 ▲ 10.85 47.88 44.26

30年 53.50 42.25 ▲ 11.25 49.75 46.00

31年 55.00 43.85 ▲ 11.15 51.28 47.56

32年 56.50 45.45 ▲ 11.05 52.81 49.13

33年 58.00 47.05 ▲ 10.95 54.35 50.70

34年 58.60 48.65 ▲ 9.95 55.28 51.96
35年
以上

59.20 49.55 90/100 ▲ 9.65 55.98 52.76

注 は、支給率の上限であることを表す。

勤続
期間

改　　正

60/100

175/100

160/100

定年退職等の退職手当の支給率表

165/100190/100

200/100

150/100

140/100 85/100

経過措置現　　行

差
(Ｂ－Ａ)



別　紙　２

支給率
(月数)

（ Ａ ）
支給割合

支給率
(月数)

（ Ｂ ）
支給割合

H25.4.1か
らH26.3.31
までの間
（月数）

H26.4.1か
らH27.3.31
までの間
（月数）

1年 1.00 0.50 ▲ 0.50 0.83 0.66

2年 2.00 1.00 ▲ 1.00 1.66 1.33

3年 3.00 1.50 ▲ 1.50 2.50 2.00

4年 4.00 2.00 ▲ 2.00 3.33 2.66

5年 5.00 2.50 ▲ 2.50 4.16 3.33

6年 6.00 3.00 ▲ 3.00 5.00 4.00

7年 7.00 3.50 ▲ 3.50 5.83 4.66

8年 8.00 4.00 ▲ 4.00 6.66 5.33

9年 9.00 4.50 ▲ 4.50 7.50 6.00

10年 10.00 5.00 ▲ 5.00 8.33 6.66

11年 11.35 6.15 ▲ 5.20 9.61 7.88

12年 12.70 7.30 ▲ 5.40 10.90 9.10

13年 14.05 8.45 ▲ 5.60 12.18 10.31

14年 15.40 9.60 ▲ 5.80 13.46 11.53

15年 16.75 10.75 ▲ 6.00 14.75 12.75

16年 18.25 12.30 ▲ 5.95 16.26 14.28

17年 19.75 13.85 ▲ 5.90 17.78 15.81

18年 21.25 15.40 ▲ 5.85 19.30 17.35

19年 22.75 16.95 ▲ 5.80 20.81 18.88

20年 24.25 18.50 ▲ 5.75 22.33 20.41

21年 25.90 20.60 ▲ 5.30 24.13 22.36

22年 27.55 22.70 ▲ 4.85 25.93 24.31

23年 29.20 24.80 ▲ 4.40 27.73 26.26

24年 30.85 26.90 ▲ 3.95 29.53 28.21

25年 32.50 29.00 ▲ 3.50 31.33 30.16

26年 34.30 30.40 ▲ 3.90 33.00 31.70

27年 36.10 31.80 ▲ 4.30 34.66 33.23

28年 37.90 33.20 ▲ 4.70 36.33 34.76

29年 39.70 34.60 ▲ 5.10 38.00 36.30

30年 41.50 36.00 ▲ 5.50 39.66 37.83

31年 43.15 37.05 ▲ 6.10 41.11 39.08

32年 44.80 38.10 ▲ 6.70 42.56 40.33

33年 46.45 39.15 ▲ 7.30 44.01 41.58

34年 48.10 40.20 ▲ 7.90 45.46 42.83

35年 49.75 41.25 ▲ 8.50 46.91 44.08
36年
以上

50.00 47.08 44.16

注 は、支給率の上限であることを表す。
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普通退職の退職手当の支給率表
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